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２．答申書の附帯意見案について 

（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

198 

 

説 明 答申書附帯意見（素案）について 

 

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 続きまして、「答申書の附帯意見案について（その１）」を議題といたします。 

事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。 

  

〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長 

 はい、医療課長でございます。それでは、答申書附帯意見（素案）につきまして、

中医協資料「総－２」を用いまして、ご説明をさせていただきます。時間として、

お昼を回っておりますので、簡潔な説明に努めさせていただきます。 

 

 まず全体の構造でございます。今回、１ページから４ページまでございますけれ

ども、全体で 27個の附帯意見とさせていただいてございます。 

 

 構造といたしましては、まず全般的事項。これは例年、この場所にあるものでご

ざいまして、今回は、今回の改定に関わる大臣折衝などの趣旨を踏まえまして、次

の項目として「賃上げ全般」を次に位置づけてございます。 

 

 その次に、「医療ＤＸ」。 

  

 そして、「働き方改革・人材確保」とさせていただいているところでございまして、 

  

 そのあとに「入院医療」といたしまして、１ページから２ページにわたりまして、

５・６から 10までの項目を記載させていただいてございます。 
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 また、「外来医療」に関しましては、そのあとに続きまして、11から 15まで。 

 ２ページから３ページにわたる内容について記載をさせていただきました。 
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 それ以降、「在宅医療等」そして、「精神医療」「リハビリテーションへの対応等」  

 「医療技術の評価」「歯科診療報酬」「調剤報酬」 
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 最後のページ、４ページでございますが、「敷地内薬局」「後発医薬品の使用促進」 

 「長期収載品」「薬価制度」「保険医療材料制度」そして、最後に「施策の検証」。  

 この「施策の検証」の項目は毎回改定で、この位置にございますけれども、この

ような構成とさせていただいております。非常に簡潔ではございますが、ご説明と

させていただきます。 

  

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 はい。どうもありがとうございました。 
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質 疑 答申書附帯意見（素案）について 

  

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら、

お願いいたします。はい、松本委員、お願いいたします。 

  

〇松本真人委員（健康保険組合連合会理事） 

 はい。どうもご説明ありがとうございました。本日は附帯意見のまだ素案という

ことでもございますので、次回に間に合いますように、改めて事務局に具体的な追

加や修正をお願いする可能性もございますが、この場では取り急ぎ２点、コメント

いたします。 

 

 １点目は「入院医療」についてでございます。 

  

 これまで想定しておりました地域医療構想が 2025 年までということですので、

次回改定の際にはポスト地域医療構想を意識した議論も想定されます。 

 

 新設されます地域包括医療病棟を含めて、入院医療のあり方について、急性期か

ら回復期、慢性期まで病床機能をどのように分化・強化するのかという議論も必要

だと考えております。 

 

 ２点目は「外来医療」についてです。 
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 今回、生活習慣病関連の医学管理料の中でリフィル処方や長期処方の活用が位置

づけられていることは歓迎しておりますが、リフィル処方につきましては、前回、

令和４年度改定における見込みとは大きくかけ離れた実態がございますので、 

  

 ナンバーの 12に含まれるかもしれませんが、長期処方とあわせまして、令和４年

度改定でリフィル処方に改定率の枠が設定されたことも念頭に置いた検証をぜひ

お願いしたいと思います。私からは以上でございます。 

 

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 ありがとうございました。ほかはいかが、はい。太田委員、お願いいたします。 

 

〇太田圭洋委員（日本医療法人協会副会長） 

 ありがとうございます。私からは１点だけ、「入院医療」の５でございます。 

 

 

 

 ここの最後の文章。「また、地域包括医療病棟の新設に伴い、10 対１の急性期一

般病棟については、その入院機能を明確にした上で、再編を検討すること」という

ことで、もう非常に再編ありきというような形の書かれ方になっているかと思いま

す。 

 

 当然、今後のこの病棟が持つ役割ですとか機能を検討していく、またその評価等

のあり方を検討していくということに関しては、当然、行っていかなければいけな

いわけではありますけれども、 

 

附帯意見の内容が非常に具体的になりすぎているというふうに思いますので、 

そこに関しましては、一度、文章のほうをご検討いただければと思います。以上で

ございます。 
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〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 はい、ありがとうございました。はい。それでは、森委員、お願いいたします。 

 

〇森昌平委員（日本薬剤師会副会長） 

 はい、ありがとうございます。２点コメントをしたいと思います。１点目は敷地

内薬局に関してです。 

  

 
  

 これまでも敷地内薬局についての問題点について議論をしてきましたが、そのこ

とが記載されているというふうに思っております。 

 

 その中で、保険医療機関と薬局の関係性を踏まえた議論、特に契約における関係

性と、それが健康保険事業の健全な運営の確保に及ぼす観点も含めて議論すること

が必要なので、議論に当たっては、その点も含めて、しっかりと検討していくべき

と考えます。 

 

 ２点目は薬価制度に関してになります。 

  

 

   

 薬価における評価のあり方について検討を行う上で流通改善は課題となってお

り、過度な薬価差、それから薬価差の偏在、総価取引など流通改善が前提となると

考えます。 
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 担当部署が医療課とは別になりますが、関係する検討会で根本の改善に向けて対

応いただくことをお願いいたします。以上です。 

  

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 はい、ありがとうございました。はい。それでは、すいません、眞田委員、まず、

お願いします。 

 

〇眞田享委員（経団連社会保障委員会医療・介護改革部会長代理） 

 ありがとうございます。１点。27番目の「施策の検証」について少しコメントを

させていただきたいと思います。 

 

 

 

 今回は「医療機関・薬局の経営状況については、医療経済実態調査等の結果に基

づき、議論することを原則とする」というふうな記載となっておりますが、 

  

 一方では、その医療経済実態調査については、医療機関等の回答率が５割前後と

非常に低く、議論の前提、エビデンスとして活用するにあたっては大きな課題があ

るのではないかと。こういったご指摘は公益委員からもあったところでございます。 

 

 こうした記述を附帯意見に載せるということでありますと、より信頼性の高いデ

ータの収集に向けて厚労省におかれましては対策をご検討いただくこと。また、回

答率の向上に向けて関係団体に、より一層ご努力をいただくということが大前提で

はないかというふうに思います。 

 

 さらに、付け加えて申し上げれば、医療経済実態調査「等」とあるように、５割

程度の回答率にとどまる実調以上に、医療機関・薬局の経済実態を的確に把握でき

る、そういったデータ、資料等があれば、その活用を妨げるものではないというふ

うに考えます。私からは以上です。 
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〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 はい、ありがとうございました。それでは、高町委員、お願いいたします。 

 

〇高町晃司委員（連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員） 

 はい、ありがとうございます。私からは「医療ＤＸ」のところにコメントさせて

いただきたいと思います。 

 

 

 

 医療ＤＸの中で電子カルテについての記載がありますが、私がこれまで発言して

まいりました電子カルテの保存義務期間のことについての記載はありません。 

 

 今回の改定におきましては、以前、眞鍋医療課長がご説明いただきました形で、

ということになるんだと思いますが、今後、検討していくということでもあります

ので、一歩ずつでも進めていただくことにつながりますように、附帯意見の中に「電

子カルテの保存義務期間の延長について、今後、検討していくこと」という文言を

追加していただきたいとお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございま

す。 

  

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授）  

 ありがとうございました。続きまして、はい。じゃあ、長島委員、お願いいたし

ます。 

 

〇長島公之委員（日本医師会常任理事） 

 はい。ただいま、電子カルテの保存義務期間の延長について記載すべきというご

意見がございました。 
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 そのようなニーズがあるということは十分理解できるところではありますが、 

まず１点として、医療ＤＸを推進することで患者さんご自身がマイナポータル等を

通じて電子カルテに関わる情報を閲覧できる仕組みを拡大していくことが現在、検

討されております。 

 

 また、カルテの保存期間は医師法に規定されるものでありますことから、ここ、

中医協ではなく、まずは社会保障審議会等の審議会で方向性を検討していただく 

必要があると思います。したがいまして、まずはそちらでの議論を進めていただく

ことが先決であると考えます。以上です。 

  

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 ありがとうございました。それでは、佐保委員、お願いいたします。 

 

〇佐保昌一委員（日本労働組合総連合会総合政策推進局長） 

 「働き方改革・人材確保」について１点、申し上げます。ご指名ありがとうござ

います。医師の働き方改革をさらに推進するには、医療機関全体の取組、各医療従

事者の負荷の軽減が重要ですので、 

 

時間が超過してるので申し訳ないですけど、具体的に言えばですね、４の部分を、 

  

 

  

「医師の働き方改革の更なる推進を図る観点から、医療機関全体の取組に対する

評価の在り方、タスクシフト・タスクシェアの進捗及び各医療従事者の負担の増減、

人材確保が困難である状況の中での看護補助者の定着等について、今回改定の影響

を調査・検証を行うとともに、実効性のある取り組みに繋がる適切な評価の在り方

等について引き続き検討すること」といったような記載に修正をお願いをしたいと

思います。私からは以上です。 
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〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 はい、ありがとうございました。ほかに、ご意見はいかがでしょうか。 

 

 よろしいでしょうか。はい、ほかにご意見等はございませんようですので、本件

に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。 

 

 本日、何名かの委員から修正ご意見もいただきましたが、本日いただいたご意見

を踏まえて、本日提示していただきました附帯意見の案を修正していただき、次回

の総会で取りまとめたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 本日の議題は以上です。次回の日程につきましては、追って事務局よりご連絡い

たします。 

 

 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。長時間、どうもありがとう

ございました。 

 

 

 （配信終了） 
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